
ご 案 内 

 

当院は、厚生労働大臣が認定した健康保険法等で規定される保険医療機関です。 
平成１８年３月６日付厚生労働省告示第１０７号に基づく「厚生労働大臣が定める掲示事項」は、下記の通りです。 
 

 
［入院基本料に関する事項］ 
 

 ●１病棟 精神療養病棟 ６０床  
 

   当病棟では、１日に１２人以上の看護職員（看護師・准看護師）及び看護補助者が勤務しています。なお、時間帯の配置は次のとおりです。 

   ・８時３０分～１６時５０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は８人以内です。 

   ・１６時５０分～０時４０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は３０人以内です。 

   ・０時４０分～８時３０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は３０人以内です。 

（７時３０分～８時３０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は２０人以内です。） 

（８時３０分～１０時３０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。） 

（１６時００分～１６時５０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は９人以内です。） 

（１６時５０分～１９時００分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は１５人以内です。） 

 
 
 ●２病棟 精神療養病棟 ６０床  
 

   当病棟では、１日に１２人以上の看護職員（看護師・准看護師）及び看護補助者が勤務しています。なお、時間帯の配置は次のとおりです。 

   ・８時３０分～１６時５０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は８人以内です。 

   ・１６時５０分～０時４０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は３０人以内です。 

   ・０時４０分～８時３０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は３０人以内です。 

（７時３０分～８時３０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は２０人以内です。） 

（８時３０分～１０時３０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。） 

（１６時００分～１６時５０分まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は９人以内です。） 

（１６時５０分～１９時００まで、看護職員及び看護補助者の１人当たりの受け持ち数は１５人以内です。） 

 

 
 ●３病棟 認知症治療病棟 ４6床 
 

   当病棟では、１日に７人以上の看護職員（看護師・准看護師）と６人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯の配置は次のとおりです。 

   ・８時３０分～１６時５０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。 

   ・１６時５０分～０時４０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４６人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は４６人以内です。 

   ・０時４０分～８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４６人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は４６人以内です。 

（８時３０分～１０時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。） 

（１６時５０分～１９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２３人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は４６人以内です。） 

（１７時３０分～１９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２３人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。） 
 

 
 ●５病棟 精神一般病棟 ５２床 
 

   当病棟では、１日に１１人以上の看護職員（看護師・准看護師）が勤務しています。なお、時間帯の配置は次のとおりです。 

   ・８時３０分～１６時５０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は８人以内です。 

   ・１６時５０分～０時４０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内です。 

   ・０時４０分～８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内です。 

（７時３０分～８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１８人以内です。） 

（８時３０分～１０時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１１人以内です。） 

（１６時００分～１６時５０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は９人以内です。） 

（１６時５０分～１９時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１３人以内です。） 
 
 
 ●７病棟 精神科急性期治療病棟 ４８床 
 

  当病棟では、１日に１１人以上の看護職員（看護師・准看護師）と５人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯の配置は次のとおりです。 

   ・８時３０分～１６時５０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は７人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。 

   ・１６時５０分～０時４０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２４人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は４７人以内です。 

   ・０時４０分～８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２４人以内です。看護補助者の配置はありません。 

（７時３０分～８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１６人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は４７人以内です。） 

（８時３０分～１０時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は８人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。） 

（１６時００分～１６時５０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は８人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は１６人以内です。） 

（１６時５０分～１９時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１６人以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は４７人以内です。） 

 
 
 



 
［地方厚生（支）局長への届出事項に関する事項］ 
 
 １．当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。 

   □ 精神療養病棟入院料                □ 看護配置加算                □ 精神科地域移行実施加算 

   □ 認知症治療病棟入院料1             □ 精神科身体合併症管理加算          □ 精神科急性期治療病棟入院料1 

    □ 検体検査管理加算（Ⅰ）             □ 認知症専門診断管理料            □ 精神病棟入院基本料（１５対１） 

    □ 薬剤管理指導料                 □ 抗精神病特定薬剤治療指導管理料       □ 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 

    □ 精神科作業療法                 （治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。）       □ 精神科デイ・ケア「大規模なもの」         

□ 精神科応急入院施設管理加算             □ 医療保護入院等診療料                     □ 精神科デイ・ナイト・ケア            

□ 依存症入院医療管理加算               □ 認知療法・認知行動療法１                 □ ＣＴ撮影（16列マルチスライスＣＴ） 

      □ 精神科急性期医師配置加算            □ 感染対策向上加算3             □ 入院ベースアップ評価料 

   □ 医療安全対策加算2               □ 患者サポート体制充実加算          □ 認知症患者リハビリテーション料 

   □ 後発医薬品使用体制加算1            □ 早期診療体制充実加算            □ 経頭蓋磁気刺激療法 
 
 ２．当院は、入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供 
  しています。 

 
［明細書の発行状況に関する事項］ 

  当院は、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成２２年４月１日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目
の分かる明細書を無料で発行しています。 

  また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、明細書を無料で発行しています。発行を希望される方は、会計窓口に

その旨お申し付けください。 

 
［療養の給付と直接関係のないサービス事項］ 

  当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

□ テレビ・冷蔵庫使用料：110円（１日につき・税込） 

    個室 １０室 ７１１号室、７１２号室、７１３号室、７１５号室、７１６号室、７１７号室、７１８号室、７２０号室、７２１号室、７２２号室 

   なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した『サービス』や『物』についての費用の徴収や、『施設管理費』等の曖昧な名目での費用

の徴収は、一切認められていません。 

□ 付添寝具：110円（１人１日につき・税込） 

 

□ おむつ代（1枚につき・税込） 

      紙おむつ     83円～98円 

      尿パット     29円 

      リハビリパンツ  65円～72円 
 
 
［保険外併用療養費に係る事項］ 

  特別の療養環境の提供 

   当院は、室料差額を負担して頂く病室が下記の通り6室7床あり、地方厚生（支）局長へ報告しています。 

   これら以外の病室については、室料差額は頂きません。 

□ ２病棟 特別室 １床１室：２１８号室             （１日につき 1,650円 税込） 

個室  １床３室：２２０号室、２２１号室、２２２号室 （１日につき 1,100円 税込） 

２人室 ２床１室：２２３号室             （１日につき  550円 税込） 

□ ７病棟 個室  １床１室：７２２号室             （１日につき 1,100円 税込） 

 
［厚生労働大臣が定める掲示事項］ 

□ 預かり金管理料：５５円（１日につき・税込） 
 

 

［長期収載品の処方に係る保険外併用療養費］（選定療養） 
  令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部（後発品最高価格帯の差額の4分

の1の金額）が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため、公費の適応にはなりません 
 

 

［公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用］ 

  文書料（1枚につき・税込） 

   一般診断書（医証）           2,200円      施設入所診断書・健康診断書       3,300円 

   年金診断書（新規）           7,700円      年金診断書（更新）           5,500円 

   受給状況等証明書（年金診断用初診証明書）2,200円      入院・通院診断書（保険会社）      4,400円 

   自立支援通院公費診断書（診断書あり）  3,300円      自立支援通院公費診断書（更新）     2,200円 

   精神障害者保健福祉手帳（診断書あり）  3,300円      精神障害者保健福祉手帳（更新）     2,200円 

   死亡診断書               4,400円      死亡診断書（2枚目より1枚につき）    1,100円 

   死体検案書               11,000円      雇用保険受給証明書           2,200円 

   おむつ使用証明書            2,200円      成年後見用裁判所提出用診断書      5,500円 

   運転免許用診断書            4,400円      面談料                 3,000円 

令和 7年  6月 １日 

公益財団法人正光会 宇和島病院  

院  長   山  内   宏  治 


